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審査官 佐々木  朝康  
(54)意匠に係る物品　 スポットライト
(51)国際意匠分類　 Ｌｏｃ（１１）Ｃｌ．２６－０５
(55)意匠に係る物品の説明　 本物品は、発光ダイオードを光源とする照明器具である。
(55)意匠の説明　 緑色に着色した部分以外が、部分意匠として意匠登録を受け 

ようとする部分である。各図はコンピューターグラフィクス 
により作成した図面であり、表面部全面に表された濃淡は、 
いずれも立体表面の形状を特定するためのものである。透光 
部分を示す参考左側面図において、黄色に着色した部分は透 
光性を有する。

【図面】
【斜視図】 【正面図】
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【背面図】 【右側面図】

【左側面図】 【平面図】
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【底面図】 【透光部分を示す参考左側面図】
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